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社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合の要件の緩和について

○国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件
緩和について（通知）（平成12年９月８日付障第670号、社援第2029号、老発第628号、児発第732号厚生
省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知）（抄）

１ 要件緩和の内容

（ １ ） 既設法人（第一種社会福祉事業（社会福祉法（昭和26年法律第45 号）第２条第２項第２号、第３号又は第４号に
掲げるものに限る。） 又は第二種社会福祉事業のうち保育所を経営する事業若しくは障害福祉サービス事業（療養
介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。）を行うものに限る。）が以下に掲げる通所
施設を整備する場合には、当該通所施設の用に供する不動産の全てについて、国及び地方公共団体以外の者か
ら貸与を受けていても差し支えないこと。

① 障害児通所支援事業所

② 情緒障害児短期治療施設（通所部に限る。）又は児童自立支援施設（通所部に限る。）

③ 障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く。）就労移行支援又は就労継続支援に限
る。）

④ 保育所又は児童家庭支援センター

⑤ 母子福祉施設

⑥ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人介護支援センター

⑦ 身体障害者福祉センター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設

⑧ 地域活動支援センター

現行

今回の提案への対応案

○○上記通知の１（１）に掲げるものに、放課後児童健全育成事業を追加する。

厚生労働省子ども家庭局
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【参考】社会福祉法人の認可について

○社会福祉法人の認可について（通知）（平成12年12月1日付障第890号、社援第2618号、老発第794号、
児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長
通知）（抄）

（別紙１）社会福祉法人審査基準

第二 法人の資産

１ 資産の所有等

（１） 原原則

法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又又は

国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。

なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部（社会福祉施設を経営する法

人の場合には、土地）に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支え

ないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを

登記しなければならないこと。

（２） 特特例

エ 既設法人が通所施設を設置する場合

これについては、「「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設

置する場合の要件緩和について」（平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732

号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知）にに

定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

概要
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２．事業実績

⼀ 時 預 か り 事 業

１．事業概要

〇 ⽇常⽣活上の突発的な事情や社会参加などにより、⼀時的に家庭での保育が困難となった乳幼児を保育所等で⼀時的に預かる事業。
実施主体 町村（特別区を含む。）
補 助 率 国１／３（都道府県１／３、市町村１／３）
令和元年度 1,600千円〜10,223千円

（１）⼀般型
家庭において保育を受けることが⼀時的に困難となった乳幼児について、保育所その他の場所で⼀時的に預かり、必要な保護を⾏う事業。

（２）余裕活⽤型（平成26年度創設）
保育所等において、利⽤児童数が定員に達していない場合に、定員まで⼀時預かり事業として受け⼊れる事業。

（３）幼稚園型Ⅰ（平成27年度創設）
幼稚園、認定こども園に在籍している園児を主な対象として、教育時間の前後⼜は⻑期休業⽇等に預かり必要な保護を⾏う事業。

（４）幼稚園型Ⅱ（平成30年度創設）
幼稚園において、保育を必要とする２歳児の受け⽫として、定期的な預かりを⾏う事業。

（５）居宅訪問型（平成27年度創設）
家庭において保育を受けることが⼀時的に困難となった乳幼児について、乳幼児の居宅において⼀時的に預かり、必要な保護を⾏う事業。
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平成３０年度予算 １０６.９億円 → 令和元年度予算１１1．2億円（＋4．4億円）
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一一時預かり事業にについて

○ 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった乳幼児を保育所等で一時的に預かる事業

①① 一般型 ② 幼稚園型Ⅰ ③ 幼稚園型Ⅱ ④ 余裕活用型 ⑤ 居宅訪問型 ⑥ 地域密着Ⅱ型

実施主体

対象児童

主として保育所、幼稚園、
認定こども園等に通ってい
ない、又は在籍していない
乳乳幼児

主として幼稚園等に在籍す
る満３歳以上の幼児で、教
育時間の前後又は長期休
業日等に当該幼稚園等に
おいて一時的に保護を受け
る者

３号認定を受けた２歳児

主として保育所、幼稚園、
認定こども園等に通ってい
ない、又は在籍していない
乳乳幼児

以下の要件に該当する者
▼障害、疾病等の程度を勘

案して集団保育が著しく
困難であると認められる
場合

▼ひとり親家庭等で、保護
者が一時的に夜間及び
深夜の就労等を行う場合

▼離島その他の地域におい
て、保護者が一時的に就
労等を行う場合

乳幼児

実施場所

保育所、幼稚園、認定こど
も園、地域子育て支援拠点
又は駅周辺等利便性の高
い場所など

幼稚園又は認定こども園

幼稚園（新制度園及び私
学助成園）
※認定こども園は対象外

保育所、認定こども園、家
庭的保育事業所、小規模
保育事業所、事業所内保
育事業所において、利用児
童数が定員に満たない場合

利用児童の居宅
地域子育て支援拠点や駅
周辺等利便性の高い場所
など

実施要件

－

研修を修了した保育士、家
庭庭的保育者又はこれらの者
と同等以上と認められる者。
ただし、家庭的保育者１人
が保育することができる児童
の数は１人とする。

担当者のうち、保育について
経験豊富な保育士を１名以
上上配置。
担当者は２人を下ることはで
きない。
保育士以外の担当者は、市
町村が実施する研修を修了
していること。

実施か所数
（（H29年度）

9,232か所 5,293か所 ー 500か所 0か所 （※ 一般型の内数 ）

市区町村（市区町村が認めた者への委託可）

設備基準

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定める保育所の基準を遵守。

「児童福祉施設の設
備及び運営に関する
基準」に定める保育所
の基準に準じて行う。

職員配置

乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者等を配置し、そのうち保育士等を１／２以上。保育士等以外の保育従事者等は
研修を修了した者。保育従事者等の数は２名を下ることはできないが、保育所等と一体的に実施し、当該保育所等の職員に
よる支援を受けられる場合には、保育士等１人とすることができる。
※一般型については、１日当たり平均利用児童数が３人以下の場合には、家庭的保育者を保育士とみなすことができる。
※幼稚園型については当分の間保育士等の配置の割合、保育士等以外の教育・保育従事者の資格について緩和措置あ
り。
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5

重点番号３：病児保育施設を整備する者の範囲に係る規制緩和（内閣府）
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